
○環境影響評価手続きの流れと標準的な期間（山形県条例）

事　業　者 期　間

①

② 　　方法書作成

③ 方法書の公告・縦覧 １ヶ月間 　約５ヶ月

縦覧期間＋２週間 ④

住民等意見の概要
及び事業者の見解

⑥ ⑤60日以内

知事意見 市町村長の意見

⑥

　調査・予測・評価

　　約１年

⑦

（知事及び関係市町村長に送付）

⑧

準備書の公告・縦覧 １ヶ月間

及び説明会の開催

⑨

縦覧期間＋２週間 ⑩

住民等意見の概要
及び事業者の見解

（知事及び関係市町村長に送付）

⑪

⑫100日以内

知事意見 市町村長の意見

⑬

第20条第1項、第23条

修正内容によって

（知事及び関係市町村長に送付）

⑭ ここまで約２年程度

評価書の公告・縦覧 １ヶ月間

第26条第2項 ⑮
変更内容によって

（知事）

必要な認可等を取得

⑯

⑰

工事着手の通知 （知事に送付）

⑱ ⑲

⑰ （知事）

工事完了の通知 （知事に送付）

⑳ 　　必要に応じて実施

事後調査報告書作成 （知事及び関係市町村長に送付）

⑳

報告書の公告・縦覧 １ヶ月間

　準備書作成から評価
　書の縦覧まで
　　約７～８ヶ月
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意見書の提出

知事、審査会、市町村長

対象事業の計画

調査・予測・評価の実施

知事意見等を踏まえ、
調査方法の決定

方法書の作成
（知事及び関係市
町村長に送付）

（知事及び関係市
町村長に送付）

環境影響評価審査会の意見

意見書の提出

方
法
書
の
手
続

必要に応じて公聴会開催

必 要 に 応 じ 立 入 調 査 等 を 実 施

許認可権者に環境への配慮を要請

環境影響評価審査会の意見

知事意見等を踏まえ、環境保
全対策等の再検討を行い最終
報告書(評価書)を作成

環境の保全に配慮して事業の実施

必要に応じて事後調査

事
後
調
査

【方法書】
計画している事業につ
いてどのような項目に
ついてどのように調
査・影響予測・評価を
するのかを示す計画書

【準備書】
方法書に基づき調査・
予測・評価した結果及
び事業者の環境保全対
策に対する考えをまと

【評価書】
準備書に対する住民や
知事の意見を勘案し準
備書の内容を修正しと


